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整理合理化計画における指摘事項に対する措置状況

財団法人 日本船舶振興会

整理合理化計画における指摘事項 分類 措置状況、措置予定等

【助成金交付事業等】
１．助成対象の重点項目及びその終了要件の明確な設定、その後の社会 ○ ・平成１５年度助成事業から、助成対象の重点項目について明

経済情勢の変化に即応した適切な見直しを行い、効果的な助成事業の 確化するとともに、社会ニーズ、重点項目に関連する国の支
実施を図る。 援・助成制度の状況等を勘案しつつ、経済社会情勢の変化に

即応して機動的に見直しを行うものとし、その旨助成基準に
明記した。

２．国、地方公共団体の行う事業との整合性をとりつつ、効率的、効果 ○ ・国等の補助を受ける事業は、原則として助成の対象としない
的に事業を実施するため、基準を更に明確化する。 ことに加え、平成１５年度助成事業から、事業の選定に当た

っては、国、地方公共団体の施策に考慮し、効率的かつ効果
的に実施することとし、その旨助成基準に明記した。

３．助成金交付事業について、交付先及び交付額を含め積極的な情報開 ○ ・助成金交付事業の交付先、交付額、助成事業の成果及び決定
示を行う。 に至るまでの手続きについてホームページで情報開示済み。

４．助成金交付の趣旨・目的・責任の明確化の観点から、助成先におけ ○ ・平成１５年度助成事業から助成事業のうち助成先の助成金交
る助成金交付事業については、当該助成先を経由したほうが合理的・ 付事業の選定に当たっては、助成対象分野における専門知識
効率的であることが明らかな場合に限定する。 や広い知見に照らし、当該助成先を経由したほうが合理的・

効率的であると判断される場合に限ることとし、その旨助成
基準に明記した。

５．基金形成のための助成については、計画的・安定的な事業実施の観 ○ ・平成１５年度助成事業から助成事業のうち基金形成事業の選
点から、適切かつ効果的であることが明らかな場合に限定する。 定に当たっては、高度の公益性を有した事業を計画的かつ安

定的に実施するため、基金形成することが適切かつ効果的で
あると判断された場合に限ることとし、その旨助成基準に明
記した。

、 、６．当面特殊法人とするが、集中改革期間内に組織の見直しを検討し、 × ・助成金交付事業の効率的 効果的な実施や情報開示の充実等
結論を得る。 「事業について講ずべき措置」に基づく措置状況等を踏まえ

つつ、引き続き検討を行う。

整理合理化計画における指摘事項に対する措置状況



 

 

＜具体的な措置状況＞
●指摘事項〔助成金交付事業等〕

１．助成対象の重点項目及びその終了要件の明確な設定、
その後の社会経済情勢の変化に即応した適切な見直し
を行い、効果的な助成事業の実施を図る。

２．国、地方公共団体の行う事業との整合性をとりつつ、
効率的、効果的に事業を実施するため、基準を更に明
確化する。

＜措置状況＞

１．平成１５年度助成事業から、助成対象の重点項目につ
いて明確化するとともに、社会ニーズ、重点項目に関連す
る国の支援・助成制度の状況等を勘案しつつ、経済社会
情勢の変化に即応して機動的に見直しを行うものとし、そ
の旨助成基準に明記した。

２．国等の補助を受ける事業は、原則として助成の対象とし
ないことに加え、平成１５年度助成事業から、事業の選定
に当たっては、国、地方公共団体の施策に考慮し、効率
的かつ効果的に実施することとし、その旨助成基準に明
記した。

官報により公表

当該年度の重点項目について助成基準に明記

国等から補助を受ける事業は対象
とならない旨助成基準に明記



●指摘事項〔助成金交付事業等〕

３．助成金交付事業について、交付先及び交付額を含め積極的な情報開示を行う。

(財)日本船舶振興会ホームページ
（トップページ）

助成金が交付されるまでの流れ
助成金の交付先、交付額、

事業の内容等

＜措置状況＞ 助成金交付事業の交付先、交付額、助成事業の成果及び決定に至るまでの手続きに
ついてホームページで情報開示



●指摘事項〔助成金交付事業等〕

４．助成金交付の趣旨・目的・責任の明確化の観点
から、助成先における助成金交付事業について
は、当該助成先を経由したほうが合理的・効率
的であることが明らかな場合に限定する。

５．基金形成のための助成については、計画的・安
定的な事業実施の観点から、適切かつ効果的で
あることが明らかな場合に限定する。

＜措置状況＞

４．平成１５年度助成事業から助成事業のうち助成先
の助成金交付事業の選定に当たっては、助成対象
分野における専門知識や広い知見に照らし、当該助
成先を経由したほうが合理的・効率的であると判断 さ
れる場合に限ることとし、その旨助成基準に明記し た。

５．平成１５年度助成事業から助成事業のうち基金形
成事業の選定に当たっては、高度の公益性を有した
事業を計画的かつ安定的に実施するため、基金形
成することが適切かつ効果的であると判断された場
合に限ることとし、その旨助成基準に明記した。

２００３年度（平成１５年度）におけるモーターボート競走法 

第２２条の５第１項第２号及び第４号に掲げる事業の 

助成の基準 

 

 

２００３年度（平成１５年度）におけるモーターボート競走法第２２条の５第

１項第２号及び第４号に掲げる事業の助成については、財団法人日本船舶振興会

（日本財団。以下「本財団」という。）の１号交付金補助業務規程及び２号交付

金補助業務規程（以下「規程」と総称する。）に定めるもののほか、この基準に

よるものとする。 

 

１．助成事業の選定基準 

 

助成事業は、規程第２条各号に掲げる基準のいずれかに該当する事業にあって、

次に掲げる要件に適合するもののうち、時代や社会の情勢変化に対応した事業か

ら選定するものとする。  

なお、平成１５年度の助成の重点項目は、別紙のとおりとする。 

 

(1) 事業の必要性、目的が明確で十分な成果が期待できるもの。 

 

(2) 独創性・先駆性に優れ波及効果が期待できるもの。  

 

(3)  事業計画が合理的であり適切な資金計画を有するもの。 

 

(4) 助成先における助成金交付事業に関しては、助成対象分野における専門知

識や広い知見に照らし、当該助成先を経由したほうが合理的・効率的である

と判断される場合に限る。 

 

(5) 基金形成事業に関しては、高度の公益性を有した事業を計画的かつ安定的

に実施するため、基金形成することが適切かつ効果的であると判断された場

合に限る。 

 

(6) 国庫又は他の公営競技や宝くじ等の補助を受ける事業は、原則として助

成の対象としない。  

なお、事業の選定に当っては、国、地方公共団体の施策に配慮する。  

助成基準の策定
（理事会及び評議員会で議決）

指摘事項を踏まえ、それぞれ助成基準に明記




